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生活環境の保全に関する環境基準の水域類型指定の見直し（案） 
 
Ⅰ．河川水域 

政令別表による 

名  称 
水  域 水域類型 達成期間 

現行の 

類型 

利根川水系の江戸川

及び旧江戸川 

江戸川下流（２） 

（江戸川旧川） 
河川Ｂ 直ちに達成 河川Ｃ 

荒川水系の荒川 

荒川中流 

（熊ケ谷から秋ケ

瀬取水堰まで） 

河川Ａ 直ちに達成 河川Ｂ 

天竜川水系の天竜川 

天竜川（5） 

（鹿島橋より 

下流） 

河川 AＡ 直ちに達成 河川Ａ 

淀川水系の猪名川 

猪名川上流 

（箕面川合流点よ

り上流） 

河川 A 直ちに達成 河川Ｂ 

 
(説明) 

 
１．江戸川下流（２） 
 ＢＯＤの水質が改善傾向で推移し、平成 11 年度以降 8年連続してＢ類型相当

の水質を満たしており、現状の水質を維持するため、水域類型を「河川Ｂ類型」

とし、達成期間は【イ 直ちに達成】とする。 

 
２．荒川中流 
 ＢＯＤの水質が改善傾向で推移し、平成 9年度以降 10 年連続してＡ類型相当

の水質を満たしており、現状の水質を維持するため、水域類型を「河川Ａ類型」

とし、達成期間は【イ 直ちに達成】とする。 

 
３．天竜川（５） 
 ＢＯＤの水質が改善傾向で推移し、平成 6年度以降 13 年連続してＡＡ類型相

当の水質を満たしており、現状の水質を維持するため、水域類型を「河川ＡＡ

類型」とし、達成期間は【イ 直ちに達成】とする。 

 
４．猪名川上流 

 ＢＯＤの水質が改善傾向で推移し、平成 9年度以降 10 年連続してＡ類型相当

の水質を満たしており、また、Ａ類型に相当する水道及び水産利用があること

から、水域類型を「河川Ａ類型」とし、達成期間は【イ 直ちに達成】とする。 
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Ⅱ．湖沼水域 
政令別表による名称 水域 水域類型 達成期間 現行の類型

利根川水系利根川 

須田貝ダム 

（洞元湖） 

（全域） 

湖沼Ａ 直ちに達成 河川 AA 

湖沼Ⅱ 

 

段階的に暫定目標

を達成しつつ、環境

基準の可及的速や

かな達成に努める。 

全窒素：平成２５年

度までの暫定目標

0.29mg/l 

全燐：平成２５年度

までの暫定目標

0.018mg/l 

－ 

木曽川水系の木曽川 

味噌川ダム 

（奥木曽湖） 

（全域） 

湖沼Ａ 直ちに達成 河川 AA 

湖沼Ⅱ 

窒素を除く 
直ちに達成 － 

吉野川水系吉野川 

長沢ダム 

（長沢貯水池）

（全域） 

湖沼Ａ 直ちに達成 河川 AA 

湖沼Ⅱ 

窒素を除く 
直ちに達成 － 

吉野川水系吉野川 

大橋ダム 

（大橋貯水池）

（全域） 

湖沼Ａ 直ちに達成 河川 AA 

湖沼Ⅱ 

窒素を除く 
直ちに達成 － 

 
（説明） 

１．須田貝ダム貯水池 
 湖沼Ａ類型・湖沼Ⅱ類型相当する水産の利用があることから、「湖沼Ａ類型・

湖沼Ⅱ類型」とする。達成期間はＣＯＤについては「イ 直ちに達成」とする

が、窒素及びりんについては現在見込み得る対策を行ったとしても、５年後に

おいて達成が困難なため、段階的に暫定目標を達成しつつ環境基準の可及的速

やかな達成に努めることとし、達成期間は【ニ 段階的に暫定目標を達成しつ

つ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。】とし、平成２５年度までの暫定

目標 全窒素 0.29mg/l、全燐 0.018mg/l とする。 
 
２．味噌川ダム貯水池 
 現状で湖沼Ａ類型・湖沼Ⅱ類型相当であるＣＯＤ及びりんの水質を維持する

ため「湖沼Ａ類型・湖沼Ⅱ類型」とし、水質の現状から窒素は適用除外とする。

達成期間は【イ 直ちに達成】とする。 
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３．長沢ダム貯水池 

 現状で湖沼Ａ類型・湖沼Ⅱ類型相当であるＣＯＤ及びりんの水質を維持する

ため「湖沼Ａ類型・湖沼Ⅱ類型」とし、水質の現状から窒素は適用除外とする。

達成期間は【イ 直ちに達成】する。 
 
４．大橋ダム貯水池 
 現状で湖沼Ａ類型・湖沼Ⅱ類型相当であるＣＯＤ及びりんの水質を維持する

ため「湖沼Ａ類型・湖沼Ⅱ類型」とし、水質の現状から窒素は適用除外とする。

達成期間は【イ 直ちに達成】とする。 
 


